
監事監査チェツクリス ト(業 務監査)

監査実施 日

監査実施者

平成27年6月23日

・■z一

(注盛 項目及び離 類は主な例であり,すべてを網羅したも瑳ではな野 隆 を

1規 程

チ ェ ックポイ ン ト 作成済未作成 非該当 確認する書類

1-1 規程 定款等の各規程

次の規程 が整備 されているか。

① 定款 図 口 口

② 定款施行細則(理 事長の専決事項など。) 回 口 口

③ 経理規程 回 口 口

④ 就業規則(非 常勤職員を含む。) 回 口 口

⑤ 給与規程(非 常勤職員を含む。) 国 口 口

⑥ そ の他法 人及 び事 業 の運営 に必要 な規程

(決裁,公 印・文書管理,旅 費規程,役 員報酬等規程など。)
国 口 口

2事 業(活 動)の 概要

チ ェ ックポイ ン ト はい いいえ 非該当 確認すべき書類

2-1 ① 定款 に記載 され ている事業(事 業 目的)と 実際に

行われている事業が整合 しているか。

② 年 間事業計画に従って事業が適切に遂行 されてい
るか。

③ 事業(活 動)の 状況 を適切 に評価 し,取 組み に活
か しているか。

図

図

図

口

口

口

口

口

口

定款
理事会 ・評議員会議
事録
事業計画書
事業報告書
社会福祉法人現況報
告書

3役 員,理 事会,評 議員会に関する事項

チ ェ ックポイ ン ト はい いいえ 非該当 確認する書類

3-1 役員,評 議員 の選任手続 が定款 の定めに従い適正 に

行われているか。
囮 口 口

理事会 ・評議員会議
事録
役員名簿
役員の就任承諾書
役員の履歴書

3-2 役員,評 議員 に欠員はないか。補充は遅延 していな
いか。 口 図 口

3-3 代表者の職務代理者を定款の規定に基づき指名して
いるか。 図 口 口

3-4 代表者の重任 ・変更について,2週 間以内に登記 さ
れてい るか。

図 口 口
法人登記簿謄本

3-5 報酬 ・費用弁償を根拠な く支給 していないか。 図 口 口 役員報酬規程

3-6 報酬の額は勤務実態から考え妥当か。 図 口 口 業務記録等

3-7 理事会 ・評議員会の開催時期,開 催通知時期及び開

催 回数は適切か。 図 口 口

理事会 ・評議員会開
催通知
理事会 ・評議員会議
事録



チ ェ ックポイ ン ト はい いいえ 非該当 確認する書類

3-8 ① 理事会,評 議員会は定足数 を満たしているか。 函 口 口 理事会 ・評議員会議
事録

② 次の要議決事項について審議 されてい るか。 面 口 口

○理事会
・事業計画,予 算
・予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
・事業報告 ,決 算
・定款の変更

・社会福祉施設の許認可関係
・施設長の任免その他重要な人事(昇任も含む)
・基本財産の処分 ,担 保提供等
・金銭の借入

・法人の運営に関する規則の制定及び変更
・施設用財産に関する契約その他の主要な契約
・寄付金の募集に関する事項
・合併,解散 解散した場合における残余財産の帰
属者の選定

・その他 ,法 人の業務 に関す る重要事項
(日常の業務 として理事会が定めるものは理事

長が専決 し,理 事会に報告。)
○評議員会

・予算 ,決 算,基 本財産の処分,事 業計画及び事
業報告

・予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
・定款の変更

・合 併

・解 散

・解散した場合の残余財産の帰属者の選定
・その他 ,こ の法人の業務に関す る重要事項で,
理事会において必要と認める事項

③ 日常の業務 として理事長が専決する事項が適切
レ 嘗)み ウ、訥 ブ「,、ス 九

匠 口 口

3-9 ④ 理事長が専決 した事項は③の定めに反 していない 回 口 口
か。理事会に報告 されているか。

※ 専決事項の一部が施設長等に委任 されてい
る場合 は,そ の規定,運 用状況も要確認。

⑤ 特別の利害関係を有する理事 ・評議員が決議に加 図 口 口
わっ てい ない か。

⑥ 議事録に審議経過 ・議決内容等が適切に記録 され 匠 口 口
て い るか。

⑦ 議事録署名人の署名又は記名押印がなされている 図 口 口
か 。'

⑧ 議事録は,議 案,審 議資料が添付された形で散逸 囮 口 口
τノン『lF・1ノ、1一 ろ 纏 系琴苔1,で イ具 左 六 牙つ 一て一1ノ、ス ラ㍉、

4人 事 ・労務管理

チ ェ ックポイ ン ト はい いい え 非該当 確認する書類

4-1 就業規則及び給与規程(非 常勤職員を含む。)等 が
必要 に応 じて理事会において改正 されているか。 回 口 口

就業規則,給 与規
程,議 事録

4-2 就業規則 と職員の就業実態が異なっていないか。 図 口 口 就業規則,労 働契約書等

4-3 施設長の任免 に当たっては,理 事会の議決 を経 てい

るか。
回 口 口

理事会 ・評議員会議
事録

4-4 職員 の任免及び給与(初 任給,昇 給,手 当を含 決裁書,労 働契約
む。)の 決定は,就 業規則,給 与規程に基づき行わ 図 口 口 書,辞 令,給 与台帳

れ,理 事長 の決裁 を受 けているか。 等

4-5 職員の任免及び給与(初 任給,昇 給,手 当を含 〃

む。)の 決定に当たっては,職 員間の均衡 が とれてい 皿 口 口
る か 。

4-6 職員の給与は,地 域の賃金水準 と均衡が とれ ている
か。

匠 口 口
〃



チ ェ ックポイ ン ト はい いいえ 非該当 確認する書類

4-7 旅費は,旅 費規程に基づき支給 されているか。復命

は,旅 行終了後,直 ちに行 われているか。
園 口 口

旅行命令簿

4-8 労基法24条 協定 ・36条 協定が適正に締結 ・変更
され,そ の都度労働基準監督署に届 出されているか。

国 口 口
24条 協定書
36条 協定書

4-9 宿 日直勤務 について労働基準監督署の許可を得てい
るか。

口 口 口
宿日直勤務許可手続
関係書類

4-10 職員への健康診断等 が適切に実施 され,記 録が整備

されているか。
回 口 口

健康診断記録書

4-11 職員の資質向上を図るため,職 員研修 について具体

的計画を立て,実 施 されてい るか。
図 口 口

研修計画書

4-12 職員 の確保及び定着化が図 られてい るか。

(年度内に多数の退職者が発生 してい る等がないか。
退職手当共済制度 に加入す るな ど退職手当制度 を整備

しているか。)

口 口 口

4-13 介護職員処遇改善交付金 を受給 している場合,手 当
等 が適切 に改善 されてい るか。

図 口 口
実績報告書,給 与規
程,給 与台帳

5施 設 ・事業の運営管理

チ ェ ック ポイ ン ト はい いい え 非該当 確認する書類

5-1 利用定員及び居室の定員が遵守されているか。 回 口 口 業務 日誌

5-2 管理(運 営)規 程 が整備 されてい るか。 回 口 口 管理(運営)規程

5-3 配置基準に基づ く必要な職員が確保 されているか。 図 口 口 勤務割表

5-4 施設設備 は適正に整備 され,維 持管理が適正に行わ

れているか。(危 険箇所 ・破損箇所はないか。)
口 口 口

5-5 防火管理者等管理体制

国

口

口

口

口

口

連絡体制表
避難体制表等

(1)施 設 において,防 火管理者 を選任 し,所 轄消防

署 に届 け出ているか。
(2)非 常時の際の連絡体制表 ・避難体制表等を作成

しているか。

5-6 消防計画

口

口

口

口

口

口

消防計画

(1)施 設 において,消 防計画を策定 し,所 轄消防署

に届け出ているか。

(2)消 防計画が変更 されている場合 に,所 轄 の消防

署 に変更届 を提出 しているか。

5-7 消防用設備等の点検 ・報告

口

口

口

口

口

口

点検 ・報告関係書類

(1)消 防用設備 の点検及び所轄消防署への報告が行
われているか。

(2)消 防署の立入検査の指示事項が改善 されている
か。

5-8 避難上必要な施設等の管理

口 口 口
廊下 ・階段 ・避難 口等に避難の支障になる物が放置

されていないか。

5-9 避難 訓練 ・消火 訓練

口

図

口

口

口

口

訓練計画書
訓練実施報告書

(1)避 難訓練及び消火訓練 を法令等に定 める回数以
上実施 しているか。

(2)〈 通所施設以外 〉
夜間訓練又は夜間を想定 した訓練 についても法

令等 に定 める回数以上実施 してい るか。



チ ェ ックポイ ン ト はい いいえ 非該当 確認する書類

5-10 防災備蓄の状況

回 口
ρ

口

貯蔵品台帳
備蓄物品管理簿

〈通所施設以外 〉

飲料水 ・生活用水 ・非常用食料 ・衛生用品 ・医

薬品等,防 災備蓄品が適切 に保管 されているか。

5-11 防火以外の非常災害対策

図

図

口

口

口

口

ハ ザ ー ドマ ツ プ

(1)施 設が洪水,土 砂災害,津 波,高 潮等の危険区

域に立地 しているか否かを把握 しているか。

(2)立 地に応 じた適切な対策 を講 じているか。

5-12 感染症予防対策

阿

團

口

口

口

口

新型インフルエンザ
対策マニュアル

その他の感染症対策
マニュアル

(1)新 型イ ンフルエンザを始 めとす る感染症対策
マニュアル を作成 しているか。

(2)マ ニュアルに従 って職員の研修,訓 練等が行 わ
れているか。

5-13 事故発生防止対策

図 口 口

事故防止対策指針
事故報告書

事故(ヒ ヤ リ ・ハ ッ ト事例 を含む。)報 告の集約分

析 を行い,改 善策を講 じて職員 にも周知徹底 している
か。

6福 祉サー ビスの質の向上のための取組み

チ ェ ックポイ ン ト はい いいえ 非該当 確認する書類

6-1 適切な内容の重要事項説明書が交付 されているか。

(重要事項説 明書の交付が必要 なサー ビスのみ)
國 口 口

重要事項説明書

6-2 福祉サー ビスの質の評価を行い,サ ー ビスの質の向
上を図るための措置を講 じているか。 団 口 口

自己評価記録
第三者評価受審結果

6-3 福祉サービスに関す る苦情解決の取組み(体 制の整

備,利 用者への周知,苦 情への適切 な対応 と記録等)
が行われているか。

圖 口 口

苦情対応マニュアル
苦情処理記録



監事監査チェックリス ト(会 計監査)

(注)監 査項 目及び確認書類は主な例であり

監査実施 日 平成2年6月 ユ5日

監査実施者 あ ・

軒 ・翁 陀 ・途
すべて を網羅 した ものではない。

1会 計帳簿の作成状況

1-11主 要簿 と して以下の ものが作成 されてい るか。

チ ェックポイ ン ト 作成済未作成非該当

主要簿

(1)仕 訳伝票 回 口 口

(2)総 勘 定元帳 図 口 口

1-21補 助 簿 と して以下の ものが作成 され てい るか。

チ ェックポイ ン ト 作成済未作成非該当

諸帳簿(補 助簿)

(1)現 金 出納帳 回 口 口

(2)預 金(貯 金)出 納帳 國 口 口

(3)小 口現金 出納帳 国 口 口

(4)有 価証券台帳 口 口 回

(5)未 収金台帳 図 口 口

(6)貯 蔵 品台帳 口 口 囮

(7)立 替金台帳 図 口 口

(8)前 払金台帳 囮 口 口

(9)貸 付金台帳 面 口 口

(10)仮 払金台帳 図 口 口

(11)固 定資産管理台帳 図 口 口

(12)未 払金台帳 図 口 口

(13)預 り金台帳 回 口 口

(14)前 受金台帳 口 口 口

(15)仮 受金台帳 回 口 口

(16)借 入 金台帳 回 口 口

(17)基 本 金台帳 口 口 口

(18)寄 附金品台帳 口 口 口

(19)補 助 金台帳 図 口 口

2予 算

チ ェ ックポイ ン ト はい いい え 非該当 確認する書類

2-1 当初予算は年度開始前に作成 しているか。 面 口 口 当初予算書
補正予算書
経理規程
予備費使用手続
書類
科目間流用手続
書類

2-2 会計区分ごとに収入及び支出の予算を編成 している
か。

面 口 口

2-3 月次試算表等を活用 し,予 算の執行状況を適切 に管
理 しているか。

阿 口 口

2-4 補正予算は,支 出額が予算額 を超える前の適切な時
期に作成され,理 事会の同意 を得ているか。

函 口 口

2-5 経理規程の定めにより予算上の予備費使用又は科 目
間流用を行っている場合,適 正な手続により行われて
いるか。

㎡ 口 口



チ ェックポイ ン ト はい いい え 非該当 確認する書類

3-5 残高の確認 ・月次報告 預金残高明細表
銀行の残高証明

(1)経 理 区分 ごとに預金残 高明細表 を作成 してい る
か。

回 口 口 書

(2)預 金 残高明細表 には,銀 行か らの残 高証 明書が

添付 されてい るか。
図 口 口

(3)預 金 残高明細表合計額 は,経 理 区分 ごとの決算

書残 高 と一致 しているか。
回 口 口

(4)預 金残高明細表上の金額は,銀 行からの残高証
明書 と一致 しているか(又 は銀行勘定調整表を通 口 口 口
じて一致 しているか)。

(5)上 記 の預金残高 明細表 には,そ の他 の固定資産

(大区分)に含まれる特定預金 も区分 して記載 して 圖 口 口
い る か。

(6)各 月の経理区分ごとの資金収支,事 業活動収支
の状況を整理 した月次試算表を作成 しているか。 画 口 口

4契 約状況

チェ ックポイ ン ト はい いいえ非該当 確認する書類

4-1 契約が経理規程に定められた方法によって行われて 契約関係書類

い るか 。 経理規程

特 に,100万 円を超 え る契約 は契約 書が作成 されて
い るか。100万 円以下の契約 は軽微 な場合 を除き請 書

等 を徴 して いるか。

※ 当事業年度に新たに締結 した契約に関する書類 図 口 口

を確 認す る。

(例)
・競争入札すべ き金 額の契約 なの に,特 別 の理

由な く随意契約 してい ないか。
・契約 に当たって決定行 為 を経てい るか。 等

4-2 不動産を国又は地方公共団体以外の者か ら借用 して 契約関係書類
いる場合は,賃 借料は地域の水準よりも極力低額 と

なってい るか。

また,理 事長又は法人か ら報酬 を受 けてい る役 員等
國 「 口 口

(特に役員の親族等)か ら賃借 により貸与を受けてい
ないか。(利 益相反取引)

4-3 入札が行われた場合には,監 事や複数の理事,評 議 入札記録

員 が立 ち会 ってお り,入 札 が適 正 に行 われてい るか。
区]! 口 口

4-4 施設建設工事や施設整備工事 にっいて,落 札業者が
一括下請けに付 していないか。

匹]/ 口 口

5資 産の管理

チ ェックポイ ン ト はい いいえ非該当 確認する書類

5-1 債権債務の管理

図

図

面

口

口

口

口

口

口

未収金台帳
未払金台帳

(1)経 理規程 の定める ところに よ り,毎 月末 日にお

け る債権債務 の残高 の内訳 を調査 し,必 要があ る

場合 には,取 引の相手方 に対 し,残 高の確認 を し

てい るか。

(2)債 権 の回収又 は債務 の支払 いは毎月期 限 どお り

に行 われ てい るか。

(3)未 回収 の古い債権 が残 ってい る場合,回 収努力
がな され ているか。



チェ ックポイ ン ト はい いいえ 非該当 確認する書類

5-2 資金運用等

口

口

口

口

図

画

定款
有価証券台帳
理事会議事録(1)株 式の購入,投 資信託等 を行 ってい る場合,定

款 に規定 されてお り,か つ理事会 で審議 されてい
るか。

(2)株 式,投 資信託等 について多額 の損失又 は含み

損 が生 じていないか。
5-3 通帳 ・証書及び印鑑の管理

図

圖

口

口

口

口

預貯金通帳 ・証
書
銀行印

公印管理規程
公印使用簿

(1)通 帳 ・証書 と銀行印が,異 な る責任者 の下で異

なる場所に厳重 に管理 され,資 金異動 に際 して も

これ らの職員 の相互牽制が機能 しているか。

(2)公 印管理規程 が適正な内容 で整備 され,実 態上

も公 印が厳重 に管理 されてい るか。

5-4 棚卸資産

口 口 図
貯蔵品台帳貯蔵 品等の棚 卸資産 は,品 目ごとに受払簿 を備 え,

異動及び残高を管理 してい るか。

5-5 固定資産

図

回

図

図

國

口

口

口

口

口

口

口

口

口

口

定款
固定資産管理台
帳
登記簿謄本
理事会議事録
基本財産処分
(担保提供)承

認書

(1)固 定資産 の取得,処 分等 の状況が 固定資産管理

台帳 に適正 に記載 され,管 理 されてい るか。

(2)土 地,建 物 にっいて基本財産 と運用財産(そ の

他 の固定資産)と の区分 は適正か。

(3)基 本財産 は,定 款記載 の基本財 産 と一致 してい

るか。

(4)土 地,建 物等登記 の対象 とな る資産は,所 有権
の登記が適正にな され てい るか。

(5)基 本財産 を処分又 は担保提供 してい る場合,
理事会で議決 し,所 轄庁 の承認 を得 ているか。

5-6 引当金

図 口 口
引当金明細表引当金 は,各 種類 ごとに適正 に積算 し計上 されてい

るか。

5-7 その他

図 口 口
法人登記簿謄本資産総額の変 更登記 がなされているか。

変更登記は5月 末 日まで にな され ているか。

6決 算書(計 算書類)・ 決算附属明細表の作成状況

6-1 法人の実施す る事業 について,各 会計単位 ごとに決算書(計 算書類)と して,次 のも
のが作成 され てい るか。 ※財産 目録 は法人全体の もので も可。

チ ェックポイ ン ト 作成済未作成非該当

社会福祉事業会計(一 般会計)

(1)資 金収支計算書(資 金収支内訳表 を含む。)

(2)事 業活動収支計算書(事 業活動収支 内訳表 を含む。)

(3)貸 借対照表

(4)財 産 目録

図

図

団

図

口

口

口

口

社会福祉事業(特 別会計)[事 業会計] 図

(1)資 金収支計算書(資 金収支内訳表 を含む。)

(2)事 業活動収支計算書(事 業活動収支 内訳表 を含む。)

(3)貸 借 対照表

(4)財 産 目録

口

口

口

口

口

口

口

口

老人保健施設会計(特 別会計) 回

(1)資 金 収支計算書

(2)損 益 計算書

(3)貸 借 対照表

(4)財 産 目録

口

口

口

口

口

口

口

口



チ ェックポイ ン ト 作成済未作成 非該当

病院(診 療所)会 計(特 別会計) 回

(1)資 金収支計算書 口 口

(2)損 益 計算書 口 口

(3)貸 借 対照表 口 口

(4)財 産 目録 口 口

公益事業会計(特 別会計) 回

(1)資 金収支計算書 口 口

(2)損 益計算書又は事業活動収支計算書 口 口

(3)貸 借対照表 口 口

(4)財 産 目録 口 口

収益事業会計(特 別会計) 回

(1)資 金収支計算書 口 口

(2)損 益計算書 口 口

(3)貸 借対照表 口 口

(4)財 産 目録 口 口

6-21決 算 附属明細表 として,次 の ものが作成 され ているか。

チェ ックポイ ン ト 作成済未作成非該当

決算附属明細表

※会計基準 ・モデル経理規程に位置付けられているもの

(1)借 入金 明細表 図 口 口

(2)寄 付金収入明細表 図 口 口

(3)経 理区分間資金異動明細表 図 口 口

(4)会 計単位間資金異動明細表 図 口 口

(5)補 助金収入明細表 図 口 口

(6)基 本金明細表 図 口 口

(7)国 庫補助金特別積立金明細表 回 口 口

(8)固 定資産管理台帳,固 定資産増減明細表,固 定資産

集計表
国 口 口

※その他備 えてお くことが適 当なもの

(9)金 銭現 在高明細表 図 口 口

(10)預 金 明細表 国 口 口

(11)有 価 証券明細表 口 口 図

(12)未 収金明細表 囮 口 口

(13)未 収補助金明細表 回 口 口

(14)貯 蔵 金明細表 口 口 図

(15)立 替 金,前 払金,仮 払金 の明細表 回 口 口

(16)未 払 金明細表 回 口 口

(17)前 受金,仮 受金 の明細表 口 口 口

(18)長 期 預 り金 明細表 回 口 口

(19)引 当金 明細表 回 口 口

(20)積 立金 明細表 回 口 口

(21)そ の他 の流動 資産 明細表 回 口 口

(22)そ の他 の流動負債 明細表 回 口 口

6-31そ の他決算附属明細表 として,次 の ものが作成 されてい るか。

チ ェックポイ ン ト 作成済未作成 非該当

民改費相当額計算書又は民改費管理費加算相当額計算書
(保育所運営法人のみ)

口 口 暫



チェ ックポイ ン ト はい いいえ 非該当 確認する書類

④ 会計年度末 日か ら計算書類作成 日までの間に
発生した後発事象で,翌 会計年度以降の財政
及び活動の状況に重要な影響 を与える事象が
ある場合には,「 その内容及び翌会計年度以

口 口 図

降の財政及び活動の状況に与える影響額」を
注記 してい るか。

⑤ その他,財 務及び活動の状況 を明 らかにする
ために必要な事項がある場合には注記してい 口 口 図
る か 。

7-6 財産 目録(原 則 として会計単位ごとに確認) 財産目録

(1)財 産 目録 に記載 され てい る基本財産 と定款 に記

載 され ている基本財産 が一致 してい るか。
図 口 口

貸借対照表
定款

(2)資 産合計 の額 は貸借対照表 の資産 の部合計 と一

致 しているか。
面 口 口

(3)負 債合計 の額 は貸借対照表 の負債 の部合計 と一

致 しているか。
囮 口 口

(4)差 引純資産の額は貸借対照表の純資産の部合計
と一致 しているか。 図 口 口

7-7 残高証明書 との照合 残高証明書

(1)次 の金融資産及び金融負債 について,残 高証明

書 を入手 してい るか。

貸借対照表
財産目録
当座預金残高調

① 金融機関等へのすべての預金 圏 口 口 整表
② 金融機関等か らのすべての借入金 図 口 口

③ 証券会社等へ保護預け している有価証券 口 口 厨
(この場合 は,保 護預 り証明書)

(2)残 高証明書は 「3.月31日 現在 」の 内容で作成

されてい るか。
回 口 口

(3)貸 借対照表及び財産目録における預金,借 入金
等の金額 と残高証明書の残高は一致するか。
法人の会計処理上の残高 と,残 高証明書の残高

が一致 しない場合,法 人において 「当座預金残高 口 口 口

調整表」 が作成 され,残 高不一致 の原 因が明 らか
に され てい るか。

7-8 経理区分間及び会計単位間の資金異動の確認 経理区分間資金
異動明細表

(1)経 理区分間又は会計単位問の正当な資金異動に
ついて,繰 出側,繰 入側の双方の計上額は一致 し 匠 口 口

会計単位間資金
異動明細表

て い る か。

(2)経 理 区分 間又 は会計単位 間の繰替 は,正 しく行

われ てい るか。 また,必 要 に応 じて年度 内に精算 ピ 口 口
してい る か。

(3)法 人外へ の金銭 の貸付 けを行 っていないか。

(社会福祉協議会が行 う生活福祉資金貸付事業 口 口 厨
な どの一部事業 を除 く)

(4)制 限 に反す る資金繰入 を行 ってい ないか。 団 口 口

(5)そ の他不適正 ・不適切な資金異動 はないか。 国/ 口 口

7-9 財務状況等の確認

(1)未 払金,仮 払金,借 入金 の内容 は問題 ないか。 図 口 口

(2)当 期活動収支差額が赤字の場合,財 務状況や経

営方針に問題 はないか。
口 口 図



8実 査

チェ ックポイ ン ト はい いいえ非該当 確認する書類

8-1 貸借対照表 の 「現金預金 」の うち現金残高につ いて

は,決 算 日現在 の金銭残高金種別表 によ り,出 納担 当

者 以外 の者 に よ り,実 査 され ているか。
図 口 口

貸借対照表
金銭残高金種別
表
預貯金通帳 ・証
書
当座勘定照合表
有価証券

固定資産管理台
帳

8-2 決算 日現在の残高がすべて貸借対照表に計上 されて
いるか。(残 高のゼロ確認 も含む。)

※ 通帳,定 期預金証書,当 座勘定照合表等を入手
して確認する。

図 口 口

8-3 手許保管分のすべての有価証券を入手して,す べて
の有価証券が貸借対照表に計上されているか。 口 口 財

8-4 すべての預貯 金,有 価証券が法人名義 になってい る
か。

図 口 口

8-5 固定資産管理 台帳が現物確認 に基づ き作成 され てい

るか,ま た,決 算 日現在の有高にっいては,貸 借対照

表上,固 定資産 として計上 され ているか。 図 口 口

8-6 預貯金,有 価証券 は,安 全確実 なものであるか。
厨 口 口

9入 所者預 り金

チ ェックポイ ン ト はい いいえ非該当 確認する書類

9-1 入所者の所持金品等を施設で保管することについて
入所者 との同意が得 られていることを証明する書類

(保管依頼書等),及 び入所者が入金 ・出金を依頼す
る書類(入 金 ・出金依頼書等)が 整備 されているか。

國 口 口

入所者預り金管
理規程

預 り金台帳
預 り金保管依頼
書
入金 ・出金依頼
書

預 り金出納簿
預貯金通帳

9-2 入所者預 り金については法人会計 とは別に管理 され
ているか。 國 口 口

9-3 入所者預 り金の管理のために入所者 ごとに預 り金出
納簿を作成 しているか。 図 口 口

9-4 入所者預 り金は入所者ごとに預金口座を設定 して管
理 しているか。 國 口 口

9-5 入所者 か らの金銭 ・物品の預 り時に本人に預 り証を

発行 してい るか。
財 口 口

9-6 入所者 と現金 の受 け渡 しをす る際に,サ イ ンあ るい

は捺 印によって確認 が行われ てい るか。
図 口 口

9-7 保管責任者は,毎 月の収支状況について入所者ごと
に点検を実施 しているか。 画 口 口

9-8 保管責任者は,入 所者預 り金等管理規程に基づいて
収支状況並びに残高の状況について概ね四半期ごとに
入所者に報告 しているか。

画 口 口

9-9 個人別残高及び収支が常に明瞭に記録 され,か つ証
愚類 との関係が明瞭に示 されるように整備されている
か。

回 〆 口 口

9-10 入所者預 り金以外の身の回 りの所持金品等につい
て,安 全確実に保管できる手段が確保 されているか。 哲 口 口



監 査 報 告 書

社会福祉法人愛栄会平成26年 度事業並びに会計決算について、事業報告書及

び決算書 と預金通帳 と関係書類を精査 したところ、適正に処理 されていること

を認めま した。

平成ヅ年俳 陥

理 事 長 栗 原 ゆ か り 殿

監 事
イ珂 毎之

㊥

監 事 ノテ ・η 騰 を ㊥


